
〈技術編〉

番号 仕様書該当項目 必須項目 ○/× 加点項目 点数

1 実施体制及び実施体制の継続
提案要請書作成要領に規定された要求事項に
必要な実施体制が具体的に示されている。ま
た、契約を適切に実施・継続できる体制である。

3 情報の守秘に関する体制
セキュリティ体制・個人情報に対する方策(「教育
訓練の実施及び計画（情報セキュリティ等）」)等
が整っている。

①国内外の射場等地上作業についての安全要求に係る、技術資
料等を社内に保有している。１０点

0,10/10

②国内外のスペースデブリ発生防止に係る、技術資料等を社内
に保有している。１５点

0,15/15

③技術的な知見を安全要求に取り込むための具体的な社内体制
や社内のシステムを、本業務の中で規定できる。　　　　　２５点

0,25/25

①国内外の再突入リスク評価に係る、技術資料等を社内に保有
している。　２５点

0,25/25

②サポートデスク業務において、問い合わせから１営業日以内に
回答が実施できる体制を、本業務の中で規定できる。
　　　２２点

0,22/22

1

ワーク・ライフ・バランス等の推進 ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する指標（複数の認定
等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うもの
とする。）

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活
躍推進法）に基づく認定について以下のいずれかの認定等があ
ること。
　・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと） 1
点
　・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと） 2
点
　・認定段階３（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと） 3
点
② 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみ
ん認定企業・プラチナ認定企業）を受けていること。
・くるみん（旧基準）　1点
・くるみん（新基準）　2点
・プラチナくるみん　　3点
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基
づく認定を受けていること。
ユースエール認定・・・2点

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外
国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

/1・2・3

必須項目 加算点 /100

技術点（加算点） /100

〈価格編〉

　　（1　－　入札価格　÷              円　）　×　100　＝　価格編得点

提案者の実施能力等に関する事項

本業務の実施にあたっては、以下のいずれかの
業務に係る具体的な経験及び実績が示されて
いる。
・宇宙機またはロケットの開発業務
・宇宙機またはロケットの安全設計に係る業務
・宇宙分野以外の一般工業における安全設計
に係る業務
・スペースデブリ発生防止に係る業務

2 経験及び実績

別紙１　　　　　　　　　　　　　　　　　総合評価方式加算型評価基準表

件名：　安全評価に係る技術支援業務

総合得点
（技術点＋価格点）

点

実施要項に基づく要求事項を的確に理解し、具
体的かつ実現性のある提案が示されている。

価格点 点

要求に対する提案事項

　　（1　－　入札価格　÷　予定価格）　×　配点倍率　＝　価格編得点

（　１　－　￥　　　　　÷　￥　　　　　　　）　×　　　　　　＝　　　　　点

2 再突入リスク評価の技術支援
実施要項に基づく要求事項を的確に理解し、具
体的かつ実現性のある提案が示されている。

1 安全要求等作成・維持支援

その他



別紙１補足　　　　　　　　　「類似する業務の具体的経験及び実績」の例

分野例 （１）安全要求及び関連文書作成・維持支援
（２）JAXAシステム安全審査技術支援、及び
安全審査委員会運営支援

①航空宇宙分野
（①－１、①－２いずれ
かで可）

①－１航空分野
・ICAO（国際民間航空機関）が求める社内安
全管理体制(SMS)の下、システムの安全確
保のための要求文書類の作成・維持活動を
行ったか、活動を支援した経験及び実績を
有する。
①－２宇宙分野
・JAXAのシステム安全標準(JMR-001)、また
はロケットペイロード安全標準(JMR-002)に
従ったシステム安全プログラムの下、システ
ムの安全確保のための要求文書類の作成・
維持活動を行ったか、活動を支援した経験
及び実績を有する。

①－１航空分野
・ICAO（国際民間航空機関）が発行した
SMM(Safety Management Manual)に従い、シ
ステムレベルでのハザードの特定やリスク管
理等の作業を行ったか、作業を支援した経
験及び実績を有する。
①－２宇宙分野
・JAXAのシステム安全標準(JMR-001)、また
はロケットペイロード安全標準(JMR-002)に
従い、システムレベルのハザードレポートの
作成または審査を行ったか、これらを支援し
た経験及び実績を有する。

②鉄道分野

・IEC62278(鉄道分野 - 信頼性、アベイラビリ
ティ、保守性、安全性（RAMS）の仕様と実証)
に従い、システムの安全確保のための要求
文書類の作成・維持活動を行ったか、活動を
支援した経験及び実績を有する。

・IEC62278(鉄道分野 - 信頼性、アベイラビリ
ティ、保守性、安全性（RAMS）の仕様と実証)
に従い、システムレベルのハザード分析を
行ったか、分析を支援した経験及び実績を
有する。

③自動車分野

・ISO26262（自動車機能安全規格）に従い、
システムの安全確保のための要求文書類の
作成・維持活動を行ったか、活動を支援した
経験及び実績を有する。

・ISO26262（自動車機能安全規格）に従い、
システムレベルの安全妥当性確認及び機能
安全アセスメントを行ったか、活動を支援し
た経験及び実績を有する。

④プラント整備分野

・プラント設置国の法規あるいはライセン
サー等の技術基準等に従い安全なプラント
を整備するため、システムの安全確保のた
めの要求文書類の作成・維持活動を行った
か、活動を支援した経験及び実績を有する。

・プラント設置国の法規あるいはライセン
サー等の技術基準等に従い安全なプラント
を整備するため、有害物質やプラントの運転
に係るハザードを識別し、その分析や管理を
含むプラント全体としての安全確保活動また
はその評価を行ったことがあるか、それらを
支援した経験及び実績を有する。

（技術編）　２.経験及び実績として求められる「類似する業務の具体的経験及び実績」の例
を以下に示す。ただしこれらは一例として示すものでありこれに限るものではない。
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